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労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
則
の
一
部
改
正

一

試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
の
公
示
方
法
の
改
正

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
（
以
下
「
コ
ン
サ
ル
試
験
」
と
い
う
。
）
の

日
時
、
場
所
そ
の
他
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
官
報
で
公
告
す
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
あ
ら
か

じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

合
格
者
の
受
験
番
号
の
公
示
方
法
の
改
正

コ
ン
サ
ル
試
験
に
合
格
し
た
者
の
受
験
番
号
に
つ
い
て
、
官
報
で
公
告
す
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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